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規

則

山
口
県
工
事
執
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
九
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
三
十
九
号

山
口
県
工
事
執
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
工
事
執
行
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
山
口
県
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

目
次
中
「
解
除
」
を
「
解
除
等
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
二
項
中
第
十
六
号
を
削
り
、
第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

工
事
を
施
工
し
な
い
日
又
は
時
間
帯
の
定
め
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

第
六
条
第
二
項
中
第
十
九
号
を
第
二
十
号
と
し
、
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
七
号
を
第
十

八
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
七

工
事
の
目
的
物
が
種
類
又
は
品
質
に
関
し
て
契
約
の
内
容
に
適
合
し
な
い
場
合
に
お
け
る
そ

の
不
適
合
を
担
保
す
べ
き
責
任

第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
監
理
技
術
者
」
と
い
う
。
）
」
の
下
に
「
、
同
条
第
三
項
た
だ
し
書
に
規

定
す
る
監
理
技
術
者
の
行
う
べ
き
職
務
を
補
佐
す
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
（
以
下
「
監
理
技
術

者
補
佐
」
と
い
う
。
）
」
を
、
「
、
監
理
技
術
者
」
の
下
に
「
、
監
理
技
術
者
補
佐
」
を
加
え
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
監
理
技
術
者
」
の
下
に
「
、
監
理
技
術
者
補
佐
」
を
加
え

る
。第

二
十
八
条
第
八
項
中
「
貸
与
品
に
」
の
下
に
「
設
計
図
書
に
定
め
る
数
量
、
品
質
又
は
規
格
若
し

く
は
性
能
に
適
合
し
な
い
も
の
（
」
を
加
え
、
「
か
し
」
を
「
も
の
に
限
る
。
）
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
第
二
項
中
「
年
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
」
を
「
国
の
債
権
の
管
理
等
に
関
す
る
法
律
施

行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
三
百
三
十
七
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
財
務
大
臣
が

定
め
る
率
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第

二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
前
三
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

第
四
十
条
第
一
項
中
「
第
三
十
四
条
第
三
項
」
を
「
第
三
十
四
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
第
十
項
中
「
年
二
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
」
を
「
政
府
契
約
の
支
払
遅
延
防
止
等
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
十
六
号
。
以
下
「
支
払
遅
延
防
止
等
法
」
と
い
う
。
）

第
八
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
財
務
大
臣
が
決
定
す
る
率
」
に
改
め
る
。

第
四
十
六
条
第
三
項
及
び
第
五
十
一
条
中
「
年
二
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
」
を
「
支
払
遅
延
防
止

等
法
第
八
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
財
務
大
臣
が
決
定
す
る
率
」
に
改
め
る
。

第
五
十
二
条
の
見
出
し
を
「
（
契
約
不
適
合
責
任
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
に
か
し
が
」
を

「
が
種
類
又
は
品
質
に
関
し
て
契
約
の
内
容
に
適
合
し
な
い
も
の
で
」
に
、
「
相
当
の
期
間
を
定
め
て

当
該
か
し
の
修
補
を
請
求
し
、
又
は
修
補
に
代
え
て
若
し
く
は
修
補
と
と
も
に
損
害
の
賠
償
」
を
「
目

的
物
の
修
補
又
は
代
替
物
の
引
渡
し
に
よ
る
履
行
の
追
完
」
に
、
「
当
該
か
し
が
重
要
で
な
く
、
か

つ
、
そ
の
修
補
」
を
「
そ
の
履
行
の
追
完
」
に
、
「
、
修
補
」
を
「
、
履
行
の
追
完
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
及
び
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⚒

契
約
担
当
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
履
行
の
追
完
を
請
求
し
た
場
合
に
お
い
て
、
県
に
不
相
当

な
負
担
を
課
す
る
も
の
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
請
負
者
を
し
て
契
約
担
当
者
が
請
求
し
た
方
法
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と
異
な
る
方
法
に
よ
る
履
行
の
追
完
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

⚓

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
履
行
の
追
完
を
請
求
し
た
場
合
に
お
い
て
、
契
約
担
当
者
が
相
当
の
期
間

を
定
め
て
履
行
の
追
完
の
催
告
を
し
、
そ
の
期
間
内
に
履
行
の
追
完
が
な
い
と
き
は
、
契
約
担
当
者

は
、
そ
の
不
適
合
の
程
度
に
応
じ
て
請
負
代
金
の
減
額
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
催
告
を
す
る
こ
と
な
く
、
直
ち
に
請
負
代
金
の
減
額
を

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

履
行
の
追
完
が
不
能
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

二

請
負
者
が
履
行
の
追
完
を
拒
絶
す
る
意
思
を
明
確
に
表
示
し
た
と
き
。

三

工
事
の
目
的
物
の
性
質
又
は
当
事
者
の
意
思
表
示
に
よ
り
、
特
定
の
日
時
又
は
一
定
の
期
間
内

に
履
行
し
な
け
れ
ば
契
約
を
し
た
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
、
請
負
者
が

履
行
の
追
完
を
し
な
い
で
そ
の
時
期
を
経
過
し
た
と
き
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
契
約
担
当
者
が
催
告
を
し
て
も
請
負
者
が
履
行
の
追
完
を
す

る
見
込
み
が
な
い
と
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
と
き
。

第
五
十
二
条
第
四
項
及
び
第
五
項
を
削
る
。

「
第
五
章

契
約
の
解
除
」
を
「
第
五
章

契
約
の
解
除
等
」
に
改
め
る
。

第
五
十
四
条
第
一
項
中
「
場
合
は
」
の
下
に
「
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
履
行
の
催
告
を
し
、
そ
の

期
間
内
に
履
行
が
な
い
と
き
は
」
を
加
え
、
同
項
後
段
を
削
り
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
そ
の
期
間
を
経
過
し
た
時
に
お
け
る
債
務
の
不
履
行
が
当
該
契
約
及
び
取
引
上
の
社
会

通
念
に
照
ら
し
て
軽
微
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
五
十
四
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
第
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
履
行
の
追
完
を
し
な
い
と
き
。

五

前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
契
約
に
違
反
し
た
と
き
。

第
五
十
四
条
第
一
項
第
六
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
削
る
。

第
五
十
四
条
第
五
項
中
「
第
二
項
の
検
査
」
を
「
第
三
項
の
検
査
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項

と
し
、
同
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
工

事
の
完
成
前
に
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。

⚒

契
約
担
当
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
請
負
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

場
合
は
、
直
ち
に
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

契
約
（
権
利
義
務
の
譲
渡
等
の
制
限
に
関
す
る
事
項
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
違

反
し
て
工
事
に
つ
い
て
の
債
権
を
譲
渡
し
た
と
き
。

二

契
約
に
違
反
し
て
工
事
に
つ
い
て
の
債
権
の
譲
渡
に
よ
り
取
得
し
た
資
金
を
当
該
工
事
の
施
工

に
要
す
る
費
用
以
外
に
使
用
し
た
と
き
。

三

工
事
を
完
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
と
き
。

四

引
渡
し
を
受
け
た
工
事
の
目
的
物
が
種
類
又
は
品
質
に
関
し
て
契
約
の
内
容
に
適
合
し
な
い
も

の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
工
事
の
目
的
物
を
除
却
し
、
再
び
工
事
の
目
的
物
を
建
設
し
な

け
れ
ば
、
当
該
契
約
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

五

工
事
の
完
成
の
債
務
の
履
行
を
拒
絶
す
る
意
思
を
明
確
に
表
示
し
た
と
き
。

六

債
務
の
一
部
の
履
行
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
又
は
債
務
の
一
部
の
履
行
を
拒
絶
す
る
意

思
を
明
確
に
表
示
し
た
場
合
に
お
い
て
、
残
存
す
る
部
分
の
み
で
は
契
約
の
目
的
を
達
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

七

契
約
の
性
質
又
は
当
事
者
の
意
思
表
示
に
よ
り
、
特
定
の
日
時
又
は
一
定
の
期
間
内
に
履
行
を

し
な
け
れ
ば
契
約
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
、
履
行
を
し
な
い
で
そ
の

時
期
を
経
過
し
た
と
き
。

八

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第

二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
（
以
下
「
暴
力
団
」
と
い
う
。
）
又
は
同
条
第
六
号
に
規
定
す

る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。
）
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら

れ
る
者
に
工
事
に
つ
い
て
の
債
権
を
譲
渡
し
た
と
き
。

九

代
表
者
（
請
負
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
）
、
役
員
又
は
支
店
若
し
く
は

法
第
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
支
店
に
準
ず
る
営
業
所
の
代
表
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

イ

暴
力
団
員
で
あ
る
と
き
。

ロ

自
己
、
所
属
す
る
法
人
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図
る
目
的
又
は
第
三
者
に
損
害

を
加
え
る
目
的
を
も
つ
て
、
暴
力
団
の
威
力
を
利
用
し
た
と
き
。

ハ

暴
力
団
の
活
動
を
助
長
し
、
又
は
暴
力
団
の
運
営
に
資
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
を
知
り
な
が

ら
、
暴
力
団
、
暴
力
団
員
又
は
そ
の
指
定
し
た
者
に
対
し
、
金
品
そ
の
他
の
財
産
上
の
利
益
又

は
便
宜
を
供
与
し
た
と
き
。

十

暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

十
一

法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
下
請
契
約
、
工
事
材
料
の
購
入
契
約
そ
の
他
の
契
約
（
以
下

「
下
請
契
約
等
」
と
い
う
。
）
の
締
結
に
当
た
り
、
そ
の
相
手
方
が
前
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
当
該
相
手
方
と
契
約
を
締
結
し
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

十
二

契
約
担
当
者
が
、
請
負
人
の
締
結
し
た
下
請
契
約
等
の
相
手
方
が
第
九
号
又
は
第
十
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
て
、
当
該
請
負
人
に
対
し
当
該
契
約
の
解
除
を
求
め
た
場
合
に
お
い

て
、
そ
の
求
め
に
応
じ
な
か
つ
た
と
き
。

十
三

二
以
上
の
建
設
業
者
を
構
成
員
と
す
る
団
体
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
構
成
員
の
い

ず
れ
か
が
第
八
号
か
ら
前
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

十
四

前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
債
務
の
履
行
を
せ
ず
、
契
約
担
当
者
が
前
項
の
催
告
を
し

て
も
契
約
の
目
的
を
達
す
る
の
に
足
り
る
履
行
が
さ
れ
る
見
込
み
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る

二
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と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

十
五

契
約
の
解
除
を
申
し
出
た
と
き
（
第
五
十
六
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
場
合
を
除

く
。
）
。

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
お
い
て
は
、
」
の
下
に
「
直
ち
に
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
前

条
第
一
項
後
段
及
び
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
を
「
前
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
及
び
」
の
下
に
「
第
二
項
並
び
に
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
第
五
十

四
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
を
「
第
五
十
四
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
五
十
六
条
第
一
項
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
「
を
し
て
」
の
下
に
「
直
ち
に
」

を
加
え
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
請
負
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
五
十
六
条
第
二
項
中
「
第
五
十
四
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
を
「
第
五
十
四
条
第
三
項
か
ら

第
六
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
五
十
七
条
第
一
項
中
「
第
五
十
四
条
第
一
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
二
項
」
を
加
え
る
。

第
五
十
八
条
第
一
項
中
「
第
五
十
四
条
第
一
項
」
を
「
工
事
の
完
成
前
に
第
五
十
四
条
第
一
項
若
し

く
は
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
五
十
四
条
第
一
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
二
項
」
を

加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

⚔

契
約
担
当
者
は
、
工
事
の
完
成
後
に
第
五
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十
四
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
契
約
を
解
除
し
た
と
き
は
、
請
負
者
を
し
て
必
要
な
措
置
を
と
ら
せ
る
も

の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
措
置
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
請
負
者
と
協
議
し
て
定
め
る

も
の
と
す
る
。

第
五
十
八
条
の
三
の
見
出
し
中
「
違
約
金
」
を
「
損
害
の
賠
償
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
に
次
の

た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
契
約
及
び
取
引
上
の
社
会
通
念
に
照
ら
し

て
請
負
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

第
五
十
八
条
の
三
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、

同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

工
事
の
完
成
前
に
第
五
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
契
約
を
解
除
し
た
と
き
。

第
五
十
八
条
の
三
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

契
約
担
当
者
は
、
請
負
者
と
の
契
約
に
関
し
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お

い
て
は
、
請
負
者
に
対
し
、
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
契
約
及
び

取
引
上
の
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
請
負
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
る
も
の
で

あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

引
渡
し
を
受
け
た
工
事
の
目
的
物
が
種
類
又
は
品
質
に
関
し
て
契
約
の
内
容
に
適
合
し
な
い
も

の
で
あ
る
と
き
。

二

工
事
の
完
成
後
に
第
五
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
契
約
を
解
除
し
た
と
き
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
請
負
者
が
そ
の
債
務
の
本
旨
に
従
つ
た
履
行
を
し
な
い
と
き

又
は
債
務
の
履
行
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
と
き
。

第
五
十
八
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
契
約
不
適
合
責
任
期
間
等
）

第
五
十
八
条
の
四

第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
履
行
の
追
完
の
請
求
、
同
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
請
負
代
金
の
減
額
の
請
求
、
第
五
十
四
条
第
二
項
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規

定
に
よ
る
契
約
の
解
除
及
び
前
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
損
害

賠
償
の
請
求
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
請
求
等
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
工
事
の
目
的
物
の
引
渡

し
を
受
け
た
日
か
ら
二
年
（
当
該
工
事
の
目
的
物
が
電
気
設
備
又
は
衛
生
設
備
で
あ
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
一
年
）
以
内
に
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間
内
に
そ
の
不
適
合
を
知
り
、
そ
の

旨
を
文
書
で
請
負
者
に
通
知
し
た
と
き
は
、
当
該
通
知
し
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の

間
、
そ
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⚒

契
約
担
当
者
は
、
第
五
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
五
十
四
条
第
二
項
（
第
四
号
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
前
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
工
事
の
目
的
物
（
電
気
設
備
及
び
衛
生
設
備
を
除
く
。
）
の
引
渡
し
を
受
け
た
際
当
該
工
事
の

目
的
物
が
種
類
又
は
品
質
に
関
し
て
契
約
の
内
容
に
適
合
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
つ
た
と
き

は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
文
書
で
請
負
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
、
請
求
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

⚓

契
約
担
当
者
は
、
第
五
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
五
十
四
条
第
二
項
（
第
四
号
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
前
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
種
類
又
は
品
質
に
関
し
て
契
約
の
内
容
に
適
合
し
な
い
電
気
設
備
又
は
衛
生
設
備
に
つ
い
て

は
、
当
該
設
備
の
引
渡
し
を
受
け
た
際
検
査
を
し
、
直
ち
に
履
行
の
追
完
の
請
求
を
し
な
け
れ
ば
、

請
求
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
検
査
に
お
い
て
そ
の
不
適
合
を
発
見
す
る
こ
と

が
困
難
で
あ
つ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

⚔

契
約
担
当
者
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
請
求
等
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
理
由
と
な
る
不

適
合
に
関
し
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
規
定
に
よ
る
消
滅
時
効
の
期
間
に
限

り
、
当
該
請
求
等
以
外
の
請
求
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⚕

請
負
人
が
工
事
の
目
的
物
が
種
類
又
は
品
質
に
関
し
て
契
約
の
内
容
に
適
合
し
な
い
も
の
で
あ
る

こ
と
を
知
り
、
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
つ
て
知
ら
な
か
つ
た
と
き
は
、
前
各
項
の
規
定
は
、
適
用
し

な
い
。

⚖

前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法

律
第
八
十
一
号
）
第
九
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
瑕
疵

か

し

を
理
由
と
す
る
請
求
等
は
、
そ
の
瑕
疵
が

二
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あ
る
工
事
の
目
的
物
の
引
渡
し
を
受
け
た
日
か
ら
十
年
以
内
に
行
う
も
の
と
す
る
。

⚗

契
約
担
当
者
は
、
種
類
又
は
品
質
に
関
し
て
契
約
の
内
容
に
適
合
し
な
い
工
事
の
目
的
物
の
引
渡

し
を
受
け
た
と
き
は
、
支
給
材
料
の
性
質
又
は
契
約
担
当
者
若
し
く
は
監
督
職
員
の
指
図
に
よ
つ
て

生
じ
た
不
適
合
を
理
由
と
し
て
、
請
求
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
請
負
者
が
当
該
支

給
材
料
又
は
当
該
指
図
が
不
適
当
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
そ
の
旨
を
通
知
し
な
か
つ
た
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

附

則

（
施
行
期
日
）

⚑

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
山
口
県
工
事
検
査
規
則
の
一
部
改
正
）

⚒

山
口
県
工
事
検
査
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
口
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
第
四
号
中
「
第
五
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
五
十
四
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

告

示

山
口
県
告
示
第
三
百
四
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
九
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

廃
止
年
月
日

名

称

所

在

地

医
療
法
人
社
団
中
村
整
形
外
科

ク
リ
ニ
ッ
ク

周
南
市
桜
木
二
丁
目
二
番
六
号

令
和
二
、

七
、
三
一

瀬
戸
病
院

山
陽
小
野
田
市
稲
荷
町
一
一
番
二
〇
号

〃

六
、
三
〇

伊
藤
歯
科
医
院
田
万
川
診
療
所

萩
市
大
字
下
田
万
一
〇
三
六

〃

七
、
三
一

と
み
や
薬
局

岩
国
市
麻
里
布
町
二
丁
目
一
番
一
八
号

〃

六
、
三
〇

山
口
県
告
示
第
三
百
四
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
医
療
機
関
を
休
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
九
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

休
止
年
月
日

名

称

所

在

地

お
か
む
ら
医
院

山
口
市
小
郡
下
郷
二
一
九
三
の
二

令
和
二
、

三
、

九

山
口
県
告
示
第
三
百
四
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の

た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
二
年
九
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

進
太
郎
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

宇
部
市
大
字
東
須
恵
一
一
二
二
の
一

令
和
二
、

九
、

一

田
万
川
歯
科
医
院

萩
市
大
字
下
田
万
一
〇
三
六

〃

八
、

〃

あ
い
薬
局
新
南
陽
店

周
南
市
南
浦
山
町
五
番
一
三
号

〃

九
、

〃

山
口
県
告
示
第
三
百
四
十
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除
す
る
。

令
和
二
年
九
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

柳
井
市
伊
保
庄
字
楠
一
一
七
四
一
の
三

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

四
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山
口
県
告
示
第
三
百
四
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

令
和
二
年
九
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

下
関
市
豊
田
町
大
字
稲
見
字
西
ケ
迫
一
五
二
六
、
一
五
二
七
、
一
五
二
八
の
一
、
一
五
二
八
の

四
、
一
五
二
八
の
五
、
一
五
三
二
の
一
、
一
五
三
三
、
一
五
三
四
、
一
五
三
七
の
一
、
一
五
三
八
か

ら
一
五
四
二
ま
で
、
一
五
四
四
か
ら
一
五
四
六
ま
で
、
一
〇
七
五
八
の
一
か
ら
一
〇
七
五
八
の
三
ま

で
、
一
〇
七
五
八
の
五
か
ら
一
〇
七
五
八
の
一
四
ま
で
、
字
竹
ケ
久
保
一
五
二
八
の
二
、
一
五
二
八

の
三
、
一
五
二
八
の
六
、
一
五
三
一
、
一
五
三
五
、
一
五
三
六
の
一
、
一
五
三
六
の
二
、
一
五
三
七

の
二
、
一
五
四
三
、
字
大
迫
一
〇
三
七
七
の
一
三
、
一
〇
三
七
七
の
一
四
、
字
鍋
サ
ゲ
一
〇
三
九
八

の
一
、
一
〇
三
九
八
の
一
一
か
ら
一
〇
三
九
八
の
一
六
ま
で

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

⚒

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
下
関
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚓

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
下
関

市
農
林
水
産
振
興
部
農
林
水
産
整
備
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

公

告

（
二
一
九
）
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
ま
し
た
。

令
和
二
年
九
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

事
業
の
名
称

県
営
南
河
内
地
区
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業

二

事
業
の
種
類

鳥
獣
侵
入
防
止
施
設

三

工
事
完
了
の
時
期

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
一
日

一

事
業
の
名
称

県
営
南
河
内
地
区
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
（
土
生
換
地
区
）

二

事
業
の
種
類

ほ
場
の
整
備

三

工
事
完
了
の
時
期

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

一

事
業
の
名
称

県
営
南
河
内
地
区
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
（
大
山
換
地
区
）

二

事
業
の
種
類

ほ
場
の
整
備

三

工
事
完
了
の
時
期

令
和
元
年
五
月
二
十
九
日

一

事
業
の
名
称

県
営
南
河
内
地
区
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
（
竹
安
換
地
区
）

二

事
業
の
種
類

ほ
場
の
整
備

三

工
事
完
了
の
時
期

令
和
元
年
五
月
二
十
九
日

一

事
業
の
名
称

四
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県
営
南
河
内
地
区
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業

二

事
業
の
種
類

暗
渠き

ょ

排
水

三

工
事
完
了
の
時
期

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
日

（
二
二
〇
）
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

関
す
る
工
事
の
完
了
を
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

令
和
二
年
九
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

下
松
市
大
字
河
内
字
向
八
口

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

下
松
市
北
斗
町
六
番
一
〇
号

株
式
会
社
朋
友
商
事

令
和
二
年
九
月
二
十
九
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
二
年
九
月
二
十
九
日
印
刷

発
行
人

山
口
県
知
事

六
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